
 

工事費内訳書の取扱いの改正について 

 

 

令和８年３月 

岩国市契約監理課 

 

 

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和

６年法律第 49号）」の施行により、入札時に提出を求めている入札金額の内訳（工事費

内訳書）に、材料費、労務費等の明示が義務付けられたことから、工事費内訳書の取扱

いを以下のとおり改正しましたのでお知らせします。 

 

 

記 

 

 

１．主な改正内容 

 （１）工事費内訳書への材料費、労務費等の表示 

今後は、工事費内訳書に以下の事項を全て表示（記載）する必要があります。 

・ 材料費 

・ 労務費 

・ 法定福利費 

・ 安全衛生経費 

・ 建設業退職金共済契約に係る掛金 

 

（２）発注者が行う工事費内訳書の確認・審査 

・ 工事費内訳書に上記事項の記載漏れがあった場合は、「無効入札」となりますので、

ご注意ください。 

・ 今後、工事費内訳書をもとに、適正な労務費の確保に向けた調査（労務費ダンピ

ング調査）を行う予定としています。（時期未定） 

 

 

２．適用基準日 

令和８年４月１日以降に入札公告又は指名通知する工事に適用する。 

 

 

 

 



＜参考＞ 新たに内訳書に記載すべき項目の内容 

項 目 内 容 

材料費 

【直接工事費の内数として記載】 

直接工事費に計上されるもの。主要な材料は必須とし、雑材料、建設

機械の燃料費、仮設材の賃貸料金の計上はしなくてよい 

労務費 

【同上】 

直接工事費に計上されるもの。積上げ可能な方式（歩掛、施工パッケ

ージ型積算方式等）で積算した労務費を計上。市場単価方式や標準労

務単価方式、その他材工共の施工単価は計上しなくてよい 

現場労働者の法定福利費の 

事業主負担金 

【現場管理費の内数として記載】

（※１） 

現場管理費の内数として現場労働者に関する労災保険料、雇用保険

料、健康保険料（介護保険料を含む）及び厚生年金保険料（子ども・

子育て拠出年金含む）の法定の事業主負担額 

建退共制度の掛金 

【同上】 

建退共に加入していない場合は、中退共、自社の退職金制度の費用を

計上 

安全衛生経費 

【工事原価の内数として記載】 

労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費を計上

（関連する費目は多岐にわたっており、下表を参考に記載） 

※１ 建築工事の場合、一般的に直接工事費に含まれるため、工事原価の内数として記載する。 

 

  
 



＜参考＞ 工事費内訳書の記入例（配布用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎土木工事の場合 

 

 



 
◎建築工事の場合 

 

 


